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江
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司
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受
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紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
の
日
本
年
金
機
構
へ
の
移
管
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
の
日
本
年
金
機
構
に
お
け
る
採

用
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
年
金
機
構
の
当
面
の
業
務
運
営
に
関
す
る
基
本
計
画
」（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
。

以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
機
構
の
正
規
職
員
及
び
有
期
雇
用
職
員
に
は
採
用
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
当
該
閣
議
決
定
を
変
更
す
る
考
え
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
四
日
十
五
時
三
十
分
か
ら
行
わ
れ
た
御
指
摘
の
会
談
の
際
の
要
請
の
み

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
分
限
免
職
回
避
努
力
の
徹
底
に
よ
る
雇
用
確
保
の
要
請
で
あ
っ
た
。

三
に
つ
い
て

日
本
年
金
機
構
に
採
用
さ
れ
な
い
社
会
保
険
庁
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
退
職
勧
奨
、
厚
生
労
働
省

へ
の
配
置
転
換
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
分
限
免
職
回
避
に
向
け
て
で
き
る
限
り
の
努
力
を
行
っ

一



て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
七
百
九
十
二
人
の
う
ち
何
人
が
、
社
会
保
険
庁
廃
止
時
に
お
い
て
、

分
限
免
職
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

長
妻
厚
生
労
働
大
臣
が
御
指
摘
の
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
基
本
計

画
に
基
づ
き
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
分
限
免
職
回
避
に
向
け
て
で
き
る
限
り
の
努
力
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
国
家
公
務
員
法
上
、
各
府
省
の
職
員
が
、
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
営
利

企
業
及
び
非
営
利
法
人
に
対
し
、
再
就
職
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
離
職
に

際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
を
一
元
的
に
行
う
た
め
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
に
採
用
さ
れ
な
い
社
会
保
険
庁
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
改
廃
等
に
よ
り
離
職
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
と
な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
処
分
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
分
限
免
職
回
避
に
向
け
て
で
き
る

限
り
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
い
て
、

二



「
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
も
、
組
織
の
改
廃
等
に
よ
り
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
今
後
は

一
切
行
わ
な
い
」
と
の
発
言
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
は
、
鳩
山
内
閣
の
閣
僚
と
し
て
、
基
本
計

画
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
当
該
発
言
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
て
分
限
免
職
回
避
の
た
め
の

努
力
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

日
本
年
金
機
構
に
採
用
さ
れ
な
い
社
会
保
険
庁
職
員
に
つ
い
て
は
、
麻
生
内
閣
の
場
合
と
同
様
に
、
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、

厚
生
労
働
省
へ
の
配
置
転
換
や
地
方
自
治
体
へ
の
受
入
れ
要
請
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
た
特
定
独
立
行
政
法

人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
へ
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
な
ど
、
分
限
免
職
回
避
に
向
け
て
で
き
る
限
り
の
努
力
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
「
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ

せ
ん
も
、
組
織
の
改
廃
等
に
よ
り
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
今
後
は
一
切
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
、
天
下
り
の

あ
っ
せ
ん
の
根
絶
を
図
り
ま
す
。
」
と
の
発
言
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
同
発
言
を
踏
ま
え
、
存
廃
を
含
め
た
官

三



民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四


